
博物館協議会委員公募実施要領 

 

１ 目 的 

  博物館協議会（以下「協議会」という。）の委員を委嘱するにあたり，委員の一部を市

 民から公募することにより，市民の意見を博物館運営に反映させることを目的とする。 

２ 定 数 

  公募による委員の定数は，３人とする。 

３ 委員の任期 

  委員の任期は，令和４年２月２２日から令和６年２月２１日までの２年間とする。 

４ 応募条件 

  函館市内に居住し，かつ住所を有する年齢２０歳以上の方で，博物館運営に関し，知識，

 経験，関心等のある方。ただし，次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

 (1) 本委員会に委員を推薦している団体（函館市小学校長会，函館市社会学級生連絡協議

会，函館市文化団体協議会，函館市ＰＴＡ連合会）に属する方 

 (2) 本市の他の委員会の委員を２以上兼ねている方（応募中のものを含む） 

 (3) 成年被後見人または被保佐人 

 (4) 禁こ以上の刑に処せられ，その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなく

  なるまでの方 

 (5) 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で

  破壊することを主張する政党その他団体を結成し，またはこれに加入した方 

５ 応募方法 

  別記様式の応募用紙により，郵送または持参により応募する。 

  応募先：〒040-0044 函館市青柳町１７番１号 

市立函館博物館 

            ℡ 23-5480 

６ 広 報 

  公募にあたっては，市広報紙等に募集記事を掲載する。 

７ 募集期間 

  令和４年１月４日（火）から令和４年１月１４日（金）までとする。 

   （郵送の場合は，当日消印有効とする。） 

８ 決定の方法 

 (1) 応募者が定員を超えた場合は，公開抽選により決定する。 

 (2) 本協議会における女性の委員の割合が，附属機関・その他の会議の設置等に関する取

  扱要領４(２)に定める女性登用率の目標値３５％に達しない見込みである場合において，

  女性から複数の応募があった場合は，公募する３名のうち２名は優先的に女性の応募者

  を委員として決定することがある。 

 (3) 応募者が定数に達しない場合の欠員については，再度公募する。 

９ 決定結果の通知 

  決定後は，速やかに応募者に対し書面で通知する。 


